
 

 

 

 

  地域クラブ活動は、学校の部活動とは違い、地域全体で中学生の皆さんの活動環境を整えていくこ

ととなります。原則として、市単位で１種目１クラブでの運営となり、また、活動に係る運営費につい

て、参加費としてご負担していただくことになります。 

皆さんが、生涯にわたってスポーツや文化芸術活動を楽しめるように、一人一人の楽しみ方を尊重し

ます。ぜひ、休日に他校の仲間と一緒に、楽しく活動しませんか。 

 

    募集種目 

 

     

 

 

 

    活動概要 

対 象：市内中学校に通う中学生の１、２年生又は市内に住んでいる中学生の１、２年生 

日 時：土・日のいずれか及び祝日 午前または午後の３時間程度（月４回程度） 

場 所：市内中学校の学校施設等（現地集合・現地解散） 

※ 各種目ごとの詳細な活動概要は後日決定し、改めてお知らせいたします。 

参加費 

    月額３，０００円 

   ※ 指導者への謝礼、事務局の運営費、保険料、連絡アプリの使用料などが含まれます。 

※ 公費負担（国・県・市）と受益者負担のバランスを考慮して設定しています。 

    就学援助制度の認定を受けているご家庭には、参加費の減免があります。 
 

申込方法 

お申し込みフォーム：https://logoform.jp/form/zw2T/1592745 

    募集期限 令和８年６月１５日（月）まで 

     

 詳しくは、市ホームページをご確認ください。 

    市ホームページ： https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/55277.html 

令和８年度　　　　　 

地域クラブ活動　参加者大募集！

 
（申込ﾌｫｰﾑ）
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尾張旭市教育委員会 
 令和８年６月＜第６号＞

９月からの休日

https://logoform.jp/form/zw2T/1592745
https://www.city.owariasahi.lg.jp/page/18927.html


【地域クラブ活動に関する Q&A】 

※詳細な Q&A は市ホームページにも掲載しています。表面のホームページ用 QR コードよりご覧ください。

 
項目 Ｑ Ａ

 

活動・制度

部活動と地域クラ
ブの主な違いは何
ですか？

大きく分けて「運営主体」「活動単位」「指導者」「費用負担」
が変わります。最大の変更点は、学校単位ではなく市全体
での「1種目 1クラブ」が基本となり、他校の生徒と一緒
に活動する点です。

 
なぜ学校単位では
なく、市全体での
活動なのですか？

部活動同様に各校実施とすることは、指導者確保が困難と
なり、かつ１クラブごとの加入者数が少なくなることも想
定され、将来にわたる事業としての安定性・継続性が担保
できないためです。

 
今後、活動できる
種目が増える予定
はありますか？

指導の体制が構築できなかった種目については、引き続き
指導者の確保を図っていきます。また、生徒が希望する新
たな種目の展開についても、指導者の確保や施設の要件等
を踏まえて、検討していきます。

 

大会参加

大会への参加は可
能ですか？また、
中学校単位での出
場はできますか？

大会主催団体の規定が認める場合は、地域クラブとして参
加可能です。また、規定や指導者の体制などによっては、
中学校単位での参加が可能な場合もあります。

 
大会に出場する際
のユニフォームは
どうなりますか？

部活動で使用している学校備品のユニフォームの貸し出
しが可能です。個人で用意していた部活動の種目では、同
様の対応になることもあります。なお、参加費の中にユニ
フォーム代は含まれていません。

 

費用・手続き

参加費（月額
3,000 円）以外
に、別途費用がか
かることはありま
すか？

クラブの責任者が活動のために必要と判断した場合、別途
集金がある場合があります。例えば、連盟への登録料や大
会参加費、備品代等は参加費に含まれないため、別途必要
になる可能性があります。

 
欠席や天候不良で
活動がなかった場
合、参加費は返還
されますか？

自己都合の欠席による返還は行いません。また、天候不良
等で活動できなかった場合は、祝日などの別日程で年間活
動回数を確保するため、原則として参加費の返還や減額は
行いません。

 

指導者
どのような方が指
導にあたります
か？

令和 8年 9月のスタート時は、これまで部活動を指導して
きた方（教職員や外部講師等）を中心とした指導員が担当
します。子どもたちの安全安心な活動環境と、信頼関係の
構築を重視しています。なお、安定的に指導者が確保でき
るように、地域や各種団体、民間企業などの連携のうえ、
引き続き、指導員の確保を図っていきます。


